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香川県条例第10号 

香川県子ども女性相談センター条例の一部を改正する条例 

香川県子ども女性相談センター条例（平成12年香川県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

   香川県子ども女性相談センター及び香川県西部子ども相談センター条 

   例 

   香川県子ども女性相談センター条例 

  

（設置） （設置） 

第１条 児童福祉法（昭和22年法律第1 6 4号）第12条第１項の規定に基づく

児童相談所、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法

律第52号）第９条第１項の規定に基づく女性相談支援センター及び配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第31号）

第３条第１項（同法第28条の２において準用する場合を含む。）の規定に

基づく配偶者暴力相談支援センターとして、香川県子ども女性相談センタ

ーを高松市に設置する。 

第１条 児童福祉法（昭和22年法律第1 6 4号）第12条第１項の規定に基づく

児童相談所、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法

律第52号）第９条第１項の規定に基づく女性相談支援センター及び配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第31号）

第３条第１項（同法第28条の２において準用する場合を含む。）の規定に

基づく配偶者暴力相談支援センターとして、香川県子ども女性相談センタ

ー（以下「センター」という。）を高松市に設置する。 

２ 児童福祉法第12条第１項の規定に基づく児童相談所として、香川県西部

子ども相談センターを丸亀市に設置する。 

２ センターの児童相談所としての業務を分掌させるため、西部子ども相談

センターを丸亀市に置く。 

  

（所管区域） （所管区域） 

第２条 香川県子ども女性相談センター及び香川県西部子ども相談センター

の所管区域は、次の表のとおりとする。 

第２条 センターの所管区域は、県の区域とする。 

 区分 所管区域   

 香川県子ども女

性相談センター 

児童相談所の業

務 

高松市 さぬき市 東かがわ市 

小豆郡 木田郡 香川郡 

  

 児童相談所の業

務以外の業務 

県の区域   

 香川県西部子ど 児童相談所の業 丸亀市 坂出市 善通寺市 観音   

 も相談センター 務 寺市 三豊市 綾歌郡 仲多度郡   
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（委任） （委任） 

第３条 香川県子ども女性相談センター及び香川県西部子ども相談センター

の管理に関し必要な事項は、規則で定める。 

第３条 センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

２ 職員の特殊勤務手当に関する条例（平成12年香川県条例第55号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（社会福祉業務手当） （社会福祉業務手当） 

第10条 略 第10条 社会福祉業務手当は、次に掲げる場合に支給する。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 子ども女性相談センター又は西部子ども相談センターに勤務する職

員で人事委員会規則で定めるものが児童の一時保護の業務に従事した場

合 

(２) 子ども女性相談センターに勤務する職員で人事委員会規則で定める

ものが児童の一時保護の業務に従事した場合 

(３) 子ども女性相談センター、西部子ども相談センター又は障害福祉相

談所に勤務する職員が面接して行う判定、指導、相談、調査又は一時保

護の業務に従事した場合（前号に掲げる場合を除く。） 

(３) 子ども女性相談センター又は障害福祉相談所に勤務する職員が面接

して行う判定、指導、相談、調査又は一時保護の業務に従事した場合（

前号に掲げる場合を除く。） 

２ 略 ２ 略 

  

 


